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後見制度支援預金
後見制度をご利用の皆さまへ

被後見人さまの財産を適切に管理するための普通預金口座です。

後見制度による支援を受ける方（被後見人さま）の財産のうち、日常的な支払に使う資金
とそれ以外の資金に分別管理するための普通預金口座です。
家庭裁判所の指示書に基づく入出金等により、適切な財産管理ができます。

後見制度支援預金とは

普通預金利率

＋0.01％



しあわせづくりのおてつだい

本 店 3 6 5 8 - 1 1 1 1

新 小 岩 支 店 3 6 9 1 - 9 4 3 1

京 成 小 岩 支 店 3 6 5 0 - 5 1 1 1

五 反 野 支 店 3 8 4 0 - 4 1 1 1

細 田 支 店 3 6 7 2 - 6 1 6 1

柴 又 支 店 3 6 2 7 - 7 1 1 1

奥 戸 支 店 3 6 9 1 - 1 1 5 1

新柴又駅前支店 5 6 9 3 - 8 1 1 1

 後見制度支援預金

販 売 対 象

以下のすべてに該当するお客さま

①組合員の方

②後見開始の審判を受けている方

③家庭裁判所が発行する「指示書」を受けた方

預 入 方 法
家庭裁判所が発行する「指示書」に基づきお取り扱いいたします。

払 戻 方 法

期 間 期間の定めはありません。

特 約 事 項

「後見制度支援預金規定」及び「普通預金規定」により、お取り扱いいたします。

この預金は原則として、振込・振替による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。ただし、
身上監護等の理由で、家庭裁判所の発行する「指示書」により日常的に必要な資金の定期定額支払いが指定される場
合は、本商品取扱店舗に開設する通常の普通預金口座への振替に限り定額自動振替サービスが利用できます。

給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としてはご利用いただけません。

総合口座としてのご利用はできません。

インターネットバンキング等の各種付帯サービスはご利用いただけません。

キャッシュカードはご利用いただけません。

2020年3月1日現在

詳しくは、地域担当者または窓口までどうぞ !!

手数料

不要
適用利率

＋0.01%
普通預金利率
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1. 利用の申し出

5. 指示書に基づく
 出金・定期送金

2. 指示書の発行

3. 指示書の提示

4. 指示書に基づく
 入金

ご本人
（被後見人・預金者）
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